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　水道メーターは、みなさんが使用した水
量を正確に計る大切なものです。水道メー
ターは計量法により使用期限が定められて
いるため、定期的に新しいものと取り替え
なければなりません。

　水道メーターの取り替えは、水道局が委託した指定工事
業者がみなさんの家を訪問し工事を行います。ご理解とご
協力をお願いします。

▽取り替え費用の個人負担はありません。

▽訪問する指定工事業者は、水道局が委託したことを証明
する「顔写真入りの証明書」を携帯しています。

■問い合わせ先　水道局 （0857）53－7811

　水道局では、古くなった水道管を
計画的に取り替える工事や水道管移
転工事を行っています。通行規制や
一時的な断水などにより、みなさん
にご迷惑をおかけする場合がありま
すが、ご協力をお願いします。　

みんなでごみのない美しいまちに
　◇ 分別方法に注意してください。
　◇ 汚泥は土のうに入れてください。
　◇ 家電製品や大型ごみ、タイヤ、バッ
　　 テリーなどは出さないでください。

　生活排水路としての道路側溝の清掃は、市民のみなさん
にお願いしていますが、一斉に行うと特に効果があります。
この機会にご協力をお願いします。
　なお、側溝のふたが重く持ち上がらない場合は、ふた上
げ機を貸し出します。
■問い合わせ先　市役所本庁舎道路管理課
　　　　　　　  （0857）20－3261

道路側溝の清掃にご協力を

  5 月18 日（水）
  6 月16 日（木）
  7 月14 日（木）
  8 月18 日（木）
  9 月16 日（金）
10 月14 日（金）

11 月12 日（土）
12 月17 日（土）
  1 月 1 日（日）・2日（月）
　   ・14 日（土）
  2 月17日（金）
  3 月12日（日）

■問い合わせ先　因幡霊場 （0857）51－8320

平成17年度の休業日
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水道メーターの取り替えにご協力を
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■問い合わせ先　鳥取市市民運動推進協議会（市民参画課内）
　　　　　　　　   （0857）20－3163

因幡霊場からのお知らせ

合併前の鳥取市地域の一斉清掃は、
５月１５日です

16
年度

夫：4000 円（市 3000円、県 1000円）
妻：     0 円

17
年度

夫：4300 円（市 3000円、県 1300円）
妻：2300 円（市 1500円、県 800円）

18
年度

夫：4300 円（市 3000円、県 1300円）
妻：4300 円（市 3000円、県 1300円）

水道工事にご協力を

因幡霊場では、設備点検のため次のとおり休業日を

設けています。


